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　世帯内で同一の医療保険に加入している方の毎年8月から1年間にかかった医
療費と介護サービス費の自己負担額を合計し（高額療養費・高額介護サービス費
などの払い戻し分は差し引く）、一定の限度額を超えた場合に、その超えた分を
払い戻します（超過分が500円以下の場合は払い戻しなし）。対象となる世帯へ申
請書類を郵送するので申請してください。世帯単位の自己負担限度額に関して
は、申請書に同封している案内をご覧ください。
t 令和2年8月1日～令和3年7月31日(計算期間)に、医療費と介護サービス費両方
の自己負担額を支払っている世帯で、その合計額が限度額を超えている世帯
m 右表1参照
i右表2参照
計算期間中に医療保険が変わった方・市外から転入した方＝計算期間を通して
の自己負担額の把握が困難なため、申請書を郵送できない場合があります。
該当すると思われる方は、令和3年7月31日時点で加入していた医療保険者へ

計算期間を通して会社などの健康保険・共済組合・国民健康保険組合に加入
していた方＝令和3年7月31日時点で加入していた医療保険者へ

z 介護保険自己負担額証明書が必要な場合は、高齢福祉課（いずみプラザ内）
☎（042）321-1301へ

高額介護合算療養費申請書を
郵送

表1　申請方法※郵送または直接〒185-8501各申請先(市役所第1庁舎)へ

医療保険 申請書類
発送日(3月) 申請先

国民健康保険 上旬 保険年金課国民健康保険係

後期高齢者医療制度 中旬 保険年金課高齢者医療係

表2　問い合わせ先
令和3年7月31日時点で
加入していた医療保険 問い合わせ先

国民健康保険 国民健康保険係（内315）

後期高齢者医療制度 高齢者医療係（内319）

会社などの健康保険、共済組合など 保険証などに記載されている医療保険の窓口

特殊疾病者福祉手当の特殊疾病者福祉手当の
支払回数･所得判定対象期間が支払回数･所得判定対象期間が

変わります変わります
　特殊疾病者福祉手当は、令和4年度から下表のとおり取り扱いを
変更します。

→障害福祉課(内202)

対象 変更前 変更後 変更
適用日

手当支給時期
（支給額）

6月・12月の
年2回

（36,000円／回）

4月・8月・12月の
年3回

（24,000円／回）

4月1日
(金)

所得判定
対象期間

1月～9月分＝前々年
の所得

10月～12月分＝前年
の所得

1月～7月分＝前々年
の所得

8月～12月分＝前年
の所得

8月1日
(月)

z 令和4年7月末時点で本手当の受給資格があり、令和3年の所得(令
和4年度課税所得)が支給要件の基準を超える場合、8月・9月分の
手当を支給／所得が下がり支給要件を満たす場合、所得が下がっ
た年度の8月から手当の申請が可能。遡っての支給は不可

　4月から生活支援・介護予防サ
ービスを住民主体型で提供する
ための実施団体を募集します。実
施団体になると、最長3年間、訪
問型サービスＢ事業は120,000
円／年・通所型サービスＢ事業は
84,000円／年までの補助金を交
付します。
t 市内在住の方に対して介護予
防の取り組みまたは生活支援
サービスの提供実績が3年以
上あり、生活支援・介護予防

サービスを提供できる非営利
団体または公益社団法人
m 2月14日（月）～28日（月）に申
請書・必要書類を直接高齢福祉
課（いずみプラザ内）へ
募 集要項・申請書配布2月1日（火）
～28日（月）に同課で※市ＨＰか
らダウンロード可
審査方法書類審査
z 詳しくは募集要項をご覧くだ
さい。年度終了後、実績報告
書などを提出

住民主体型サービス住民主体型サービス
実施団体募集実施団体募集

介護予防・日常生活支援総合事業

転倒予防教室
転ばない体づくり・自宅で行うセルフケア
2月16日（水）午前10時～11時30分　本多公民館

骨折の原因にもなる転倒を予防するための体づくりを学びませんか
t市内在住でおおむね65歳以上の方　
k中尾光利さん（健康運動指導士）　c20人　f飲み物・タオル
i地域包括支援センターほんだ☎（042）300-2339　
z動きやすい靴と服装で参加

転倒予防教室
歯と口の健康と食生活から考えるフレイル予防
2月18日（金）午後2時～3時30分　いずみホール

口から食べることは自立した生活を続ける第一歩です。低栄養を予防し、
転倒しにくい体をつくるためのポイントを分かりやすくお話しします
t市内在住の高齢者
k市歯科衛生士・管理栄養士　c15人　
i地域包括支援センターこいがくぼ☎（042）300-6024

地域包括支援センター地域包括支援センターののイベントイベント
共通事項 e無料　
　　　　　m2月2日(水)から電話で各地域包括支援センターへ※先着順

→高齢福祉課☎（042）321-1301
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「カメ（噛め）ちゃん」国分寺市
噛ミング30（サンマル）・食育推進キャラクター

→保険年金課（内319）

→高齢福祉課☎（042）321-1301


